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法務

に
過
ぎ
ま
せ
ん
。
す
な
わ
ち
、
こ
の

転
換
を
行
っ
て
も
、
別
途
手
当
て
を

し
な
い
限
り
、
正
社
員
と
い
っ
た
雇

用
形
態
に
な
る
の
で
は
な
く
、
あ
く

ま
で
も
「
契
約
期
間
に
定
め
の
な
い

非
正
規
社
員
」
と
い
う
枠
組
み
の
ま

ま
に
な
り
ま
す
。
こ
の
場
合
、
待
遇

の
面
で
、
正
社
員
と
非
正
規
社
員
の

間
に
差
が
残
っ
て
し
ま
う
可
能
性
が

あ
り
ま
す
。

　

こ
の
差
を
是
正
す
る
た
め
に
、
次

の
よ
う
な
方
策
が
考
え
ら
れ
ま
す
。

①
非
正
規
社
員
の
正
社
員
化

②
無
期
労
働
契
約
へ
転
換
し
た
非
正

規
社
員
に
つ
い
て
、
有
期
契
約
時

と
は
別
途
の
労
働
条
件
を
定
め
る

③
転
換
後
の
受
け
皿
と
し
て
、
限
定

正
社
員
制
度
の
導
入

２
．
限
定
正
社
員
と
は

　

限
定
正
社
員
は
、
職
務
内
容
、
勤

務
地
、
あ
る
い
は
労
働
時
間
に
限
定

が
設
け
ら
れ
た
正
社
員
を
い
い
、
近

時
、
政
府
も
、
働
き
方
改
革
の
一
環

と
し
て
限
定
正
社
員
の
普
及
を
推
進

し
て
い
ま
す（
厚
生
労
働
省「『
多
様

な
正
社
員
』
に
つ
い
て
」http://

w
w
w
.m
h
lw
.g
o
.jp
/
s
tf/

seisak
u
n
itsu

ite/
b
u
n
y
a/

tayounaseisyain.htm
l

）。

　

従
来
、
わ
が
国
の
正
社
員
は
、
一

般
に
職
務
内
容
・
勤
務
地
・
勤
務
時

間
に
限
定
が
な
く
、
在
職
中
の
職
務

内
容
（
職
種
）
の
変
更
、
転
勤
、
時

間
外
労
働
が
あ
る
こ
と
が
前
提
と
さ

れ
て
い
ま
す
。
一
方
で
、
限
定
事
項

が
あ
る
社
員
の
雇
用
形
態
は
、
い
わ

ゆ
る
非
正
規
社
員
や
、
正
社
員
の
中

で
も
「
一
般
職
」
と
呼
ば
れ
る
職
掌

に
限
ら
れ
て
い
た
の
が
実
態
で
す
。

　

し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
わ
が
国
の

雇
用
モ
デ
ル
は
、
労
働
者
の
ラ
イ
フ

ス
タ
イ
ル
の
変
化
に
応
じ
た
柔
軟
な

対
応
が
難
し
い
部
分
も
あ
り
、
今
後
、

少
子
高
齢
化
が
一
層
深
刻
に
な
る
中

で
は
維
持
す
る
こ
と
が
難
し
い
と
予

想
さ
れ
て
い
ま
す
。
限
定
正
社
員
の

仕
組
み
を
導
入
す
る
こ
と
で
、
正
社

員
と
非
正
規
雇
用
者
と
の
二
極
化
を

緩
和
し
、
多
様
な
働
き
方
を
可
能
と

す
る
こ
と
で
、「
労
働
者
の
ワ
ー
ク

・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス
」
と
「
企
業

に
よ
る
優
秀
な
人
材
の
確
保
・
定

着
」
と
を
両
立
す
る
こ
と
が
期
待
さ

れ
て
い
ま
す
。

３
．
正
社
員
と
の
違
い

⑴
処
遇
面
で
の
違
い

　

限
定
正
社
員
は
、
既
述
の
よ
う
に
、

勤
務
地
や
職
務
内
容
等
に
つ
い
て
限

定
が
加
え
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
、

正
社
員
と
比
べ
て
一
般
的
に
処
遇
面

で
の
水
準
が
低
く
設
定
さ
れ
て
い
ま

す
。
し
か
し
、
こ
の
よ
う
な
処
遇
の

違
い
に
関
し
て
は
、
職
務
内
容
等
の

違
い
に
応
じ
た
相
応
の
合
理
性
が
求

め
ら
れ
、
不
合
理
な
違
い
を
設
け
て

は
な
ら
な
い
こ
と
に
注
意
が
必
要
で

す
（
労
働
契
約
法
第
三
条
二
項
）

（
表
）。

　

こ
の
点
、
正
社
員
と
非
正
規
雇
用

者
と
の
間
の
労
働
条
件
の
相
違
に
つ

い
て
、
労
働
契
約
法
第
二
十
条

（
表
）
が
以
下
を
禁
止
し
て
い
ま
す
。

①
業
務
の
内
容
と
責
任

当
社
に
は
、
長
年
に
わ

た
り
勤
務
す
る
非
正
規

社
員
が
お
り
、
労
働
契

約
法
第
十
八
条
に
基
づ
い
て
、
期
間

の
定
め
の
な
い
労
働
契
約
へ
の
転
換

を
希
望
し
て
い
ま
す
。
こ
れ
を
機
に

正
社
員
化
を
検
討
し
て
い
ま
す
が
、

家
庭
の
事
情
で
フ
ル
タ
イ
ム
で
の
勤

務
は
で
き
ま
せ
ん
。
こ
の
よ
う
な
場

合
に
、
限
定
正
社
員
制
度
が
あ
る
と

聞
き
ま
し
た
。
正
社
員
と
の
違
い
を

教
え
て
く
だ
さ
い
。

１
．
労
働
契
約
法
第
十

　

八
条
に
基
づ
く
転
換

　

労
働
契
約
法
第
十
八

条
は
、
有
期
労
働
契
約
（
期
間
の
定

め
の
あ
る
労
働
契
約
）
の
契
約
期
間

を
通
算
し
た
期
間
が
五
年
を
超
え
る

労
働
者
に
つ
い
て
、
一
定
の
場
合
に

無
期
労
働
契
約
（
期
間
の
定
め
の
な

い
労
働
契
約
）
へ
の
転
換
を
認
め
て

い
ま
す
。
し
か
し
な
が
ら
、
同
条
に

基
づ
く
契
約
の
転
換
が
行
わ
れ
て
も
、

単
に
契
約
期
間
の
定
め
が
な
く
な
る

限
定
正
社
員
制
度
の
導
入

虎
門
中
央
法
律
事
務
所

（
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研
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業
務
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）
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②
職
務
の
内
容
お
よ
び
配
置
の
変
更

の
範
囲

③
そ
の
他
の
事
情
を
考
慮
し
て
不
合

理
な
相
違

　

同
条
に
よ
っ
て
不
合
理
と
さ
れ
た

労
働
条
件
は
無
効
と
な
り
、
ま
た
、

不
法
行
為
に
基
づ
く
損
害
賠
償
請
求

も
認
め
ら
れ
る
も
の
と
解
さ
れ
て
お

り
（
平
成
二
十
四
年
八
月
十
日
基
発

〇
八
一
〇
第
二
号
）、
既
に
具
体
的

な
裁
判
例
（
大
阪
高
判
平
28
・
7
・

26
判
タ
１
４
２
９
号
96
頁
、
東
京
高

判
平
28
・
11
・
2
労
判
１
１
４
４
号

16
頁
等
）
も
あ
り
ま
す
。
加
え
て
近

時
で
は
、
同
条
の
規
定
を
さ
ら
に
推

し
進
め
、
厚
生
労
働
省
が「
同
一
労

働
同
一
賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
案
」

（http://w
w
w
.m
hlw
.go.jp/stf/

s
e
i
s
a
k
u
n
i
t
s
u
i
t
e
/

bunya/0000144972.htm
l

）を
公
表

し
、
同
案
に
基
づ
く
法
改
正
も
検
討

さ
れ
て
い
ま
す
。

　

労
働
契
約
法
第
二
十
条
に
係
る
不

合
理
性
の
判
断
や
、
同
一
労
働
同
一

賃
金
ガ
イ
ド
ラ
イ
ン
を
巡
る
議
論
は
、

一
般
の
正
社
員
と
限
定
正
社
員
の
処

遇
の
違
い
に
合
理
性
が
あ
る
か
検
討

す
る
際
に
も
参
考
に
な
り
ま
す
。

⑵
雇
用
保
障
の
観
点

　

一
般
に
、
労
働
者
の
整
理
解
雇
に

際
し
て
は
、
雇
用
者
に
解
雇
回
避
努

べ
る
と
、
限
定
さ
れ
た
職
務
や
勤
務

地
が
な
く
な
っ
た
場
合
に
は
、
そ
の

限
定
正
社
員
に
対
す
る
解
雇
回
避
努

力
義
務
や
配
置
転
換
義
務
が
軽
減
さ

れ
、
正
社
員
に
比
べ
て
容
易
に
整
理

解
雇
が
可
能
で
あ
る
と
考
え
る
向
き

も
あ
り
ま
す
。
し
か
し
、
こ
れ
は
必

ず
し
も
正
確
な
理
解
と
は
い
え
ま
せ

ん
。

　

な
ぜ
な
ら
ば
、
裁
判
例
の
傾
向

（
労
働
政
策
研
究
・
研
修
機
構
「
多

様
な
正
社
員
に
関
す
る
解
雇
判
例
の

分
析
」
平
成
二
十
六
年
十
月http://

w
w
w
.jil.go.jp

/institu
te/

siryo/2014/145.htm
l

）
を
み
る
限

り
、
限
定
正
社
員
だ
か
ら
と
い
っ
て
、

整
理
解
雇
の
前
提
と
な
る
解
雇
回
避

努
力
義
務
や
、
配
置
転
換
義
務
の
内

容
や
程
度
が
、
当
然
に
軽
減
さ
れ
て

い
る
わ
け
で
は
な
い
よ
う
で
す
。
あ

く
ま
で
も
当
該
限
定
正
社
員
に
係
る

事
情
、
例
え
ば
就
業
規
則
上
ど
の
よ

う
な
規
定
が
さ
れ
て
い
る
か
、
過
去

に
配
置
転
換
が
行
わ
れ
た
実
績
が
あ

る
か
等
に
応
じ
て
、
個
別
に
具
体
的

な
検
討
が
必
要
で
す
。

　

例
え
ば
、
限
定
正
社
員
の
処
遇
が

正
社
員
と
類
似
し
て
い
た
り
、
当
初

限
定
し
た
職
務
以
外
の
職
種
へ
配
置

転
換
さ
れ
た
実
績
が
過
去
に
あ
っ
た

場
合
に
は
、
限
定
正
社
員
の
側
に
も

継
続
雇
用
に
対
す
る
合
理
的
な
期
待

が
認
め
ら
れ
、
会
社
側
は
そ
れ
に
応

じ
た
解
雇
回
避
措
置
を
講
ず
る
義
務

や
配
置
転
換
を
行
う
義
務
が
生
ず
る

と
解
さ
れ
ま
す
。

　

他
方
、
限
定
正
社
員
に
は
一
般
の

正
社
員
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た
処

遇
が
行
わ
れ
て
い
た
場
合
、
例
え
ば

就
業
規
則
や
賃
金
体
系
が
峻
別
さ
れ
、

過
去
に
配
置
転
換
等
の
実
績
も
な
い

等
に
は
、
こ
の
よ
う
な
義
務
が
一
定

程
度
限
定
（
緩
和
）
さ
れ
得
る
と
解

さ
れ
ま
す
。

　

裁
判
例
の
傾
向
に
鑑
み
る
と
、
次

の
事
項
を
制
定
す
る
こ
と
が
肝
要
と

い
え
ま
す
。

①
正
社
員
と
は
明
確
に
区
別
さ
れ
た

就
業
規
則
等
を
制
定
し
て
お
く

②
限
定
正
社
員
と
の
間
で
、
職
務
定

義
書
等
を
活
用
し
、
限
定
さ
れ
る

内
容
（
職
務
、
勤
務
地
、
労
働
時

間
）
お
よ
び
職
種
の
変
更
や
転
勤

が
な
い
旨
を
客
観
的
か
つ
明
確
に

合
意
し
て
お
く

③
①
の
就
業
規
則
等
や
②
の
合
意
内

容
を
遵
守
し
た
労
務
管
理
を
徹
底

し
て
お
く

　

限
定
正
社
員
制
度
を
導
入
す
る
際

は
、
十
分
に
留
意
し
て
く
だ
さ
い
。

（労働契約の原則） 
第3条2項　労働契約は、労働者及び使用者が、就

業の実態に応じて、均衡を考慮しつつ締結し、
又は変更すべきものとする。

（期間の定めがあることによる不合理な労働条件
の禁止）
第20条　有期労働契約を締結している労働者の労

働契約の内容である労働条件が、期間の定めが
あることにより同一の使用者と期間の定めのな
い労働契約を締結している労働者の労働契約の
内容である労働条件と相違する場合においては、
当該労働条件の相違は、労働者の業務の内容及
び当該業務に伴う責任の程度（以下この条にお
いて「職務の内容」という。）、当該職務の内容
及び配置の変更の範囲その他の事情を考慮して、
不合理と認められるものであってはならない。

表 労働契約法（抜粋）

力
義
務
や
配
置
転
換

義
務
が
課
せ
ら
れ
、

こ
う
し
た
義
務
を
果

た
し
て
い
な
い
と
評

価
さ
れ
る
と
、
解
雇

権
濫
用
法
理
（
労
働

契
約
法
第
十
六
条
）

に
基
づ
き
解
雇
が
無

効
と
さ
れ
る
可
能
性

が
あ
り
ま
す
。

　

こ
の
点
を
捉
え
、

職
務
内
容
や
勤
務
地

の
変
更
が
あ
り
得
る

一
般
の
正
社
員
と
比


